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申第１０号「休養室寝具の取扱いについて」申し入れ 

休養時間の確保のため 

寝具作業は会社が責任

をもって手配すること！ 
会社は、１月からの休養室寝具の取扱いについて、シーツ、布団カバー

を使用者個人が交換し、起床後は布団を整頓、毛布のカバーは廃止し掛け

布団の上に毛布を使用すると説明しています。しかし、それでなくとも限

られた休養時間の中、また業務による疲労の上で、本人が寝具にかかわる

作業をするのは大変な労苦です。さらに、専門の業者が行っていた作業を

本人たちが行うのは、衛生面でも心配があります。地本は以下の通り申し

入れを行いました。  

申第 10 号の要旨  

○休養室における就寝前の寝具の設置、起床後の片付け、布団の整頓にか

かる時間により、休養のための時間が削られてしまい業務に支障をきた

す恐れがある。寝具に関わる作業は、会社が手配すること。  

 

○使用者各自に任せる作業では、シーツやカバーの不使用や不交換による

汚損や、カバーを廃止する毛布を介した感染症等の心配がある。専門の

業者が取り扱うよう、会社が手配すること。毛布はカバーを廃止しない

こと。  

 


